
よくある質問について 

 

Ｑ 振込み時期はいつになりますか？案内はありますか？ 

Ａ 振込みについては、申請内容の確認や事務処理上の締め日を設けているため、申請から

一定期間頂いており、申し訳ございませんが、少し遅くなる場合があります。 

  基本的には、毎月末に振込日を設定しており、振込前にはメールで通知いたします。 

  ※申請された当月中に支給されるわけではありません。 

 

Ｑ 振込先の口座を子どもや夫の口座で登録できますか？ 

Ａ できません。 

妊婦のための支援給付金のため、妊産婦本人の口座となります。 

   

Ｑ 振込先の口座名義が名義変更できていない（旧姓など）口座も登録できますか？ 

Ａ 原則、申請者と口座名義人は同一である必要があります。 

  個別の事情で名義が異なる場合は、コールセンターまでお問合せください。 

 

Ｑ 転出（転入）しますが手続きはどうなりますか？ 

Ａ 原則、申請日時点で居住する自治体で手続きを行うこととなります。 

 

Ｑ 妊娠中で他市町村に里帰りしますが、手続きはどうなりますか？ 

Ａ 給付金は本市から支給するのでコールセンターまでお問合せください。 

  面談については、お住まいの地区の本市保健センターにお問合せください。 

 

Q 流産しましたが給付金をもらえますか？ 

A 「妊婦のための支援給付金」の規定が令和 7 年 4 月 1 日施行のため、同日以降の流産・

死産・人工妊娠中絶等の場合で胎児の心拍が確認されていれば、支給対象です。 

※子宮外妊娠は、支給対象になりません。 

※令和 7 年 3 月 31 日以前の流産・死産・人工妊娠中絶等の場合は、支給対象にはなり

ません。 

   

Q 給付金の請求を忘れていました。いつまで請求することができますか？（時効について） 

A 妊婦支援給付金を受給できる期間は、１回目と２回目で期間が異なります。 

  （１回目）医療機関で胎児心拍が確認された日から起算し、２年まで 

       ※令和 7 年 3 月 31 日以前に妊娠届をした妊婦については、 

令和 7 年 4 月 1 日から 2 年間 

  （２回目）出産予定日８週間前から起算し、２年まで 

   流産等の場合、それが医療機関で確認された日から起算し、２年まで 



Ｑ 給付金の案内文を紛失しました。申請手続きができないですがどうすれば？ 

Ａ 給付金の案内文を再度お渡しいたします。コールセンターまたは各保健センターまで

ご連絡ください。 

 

Ｑ 給付金支給に必要な健康管理番号（すこやか番号）が分からなくなりました。 

Ａ コールセンターまたは各保健センターまでご連絡ください。 

 

Q 妊娠届出の申請は、妊婦本人以外が行っても届出できますか？ 

A 妊娠届出の申請は、妊婦本人以外でも手続き可能です。 


